
議案第 11号 

 

令和元年度大磯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度大磯町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,862千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 990,815千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和２年２月 13日提出 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    

 



－2－ －3－

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

444,039△2,862446,9012 繰 入 金

444,039△2,862446,9011 一 般 会 計 繰 入 金

990,815△2,862993,677歳 入 合 計



－4－ －5－

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

931,299△2,862934,1612 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

931,299△2,862934,161 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

990,815△2,862993,677歳 出 合 計


